
長浜市農業委員会告示第２号 

 

土地改良法第３条の規定に基づき、下記のとおり土地改良事業参加資格の交

替を承認する。 

 

令和７年４月１０日 

 

長浜市農業委員会 会長 將亦 冨士夫 

 

記 

 

１ 土地改良事業の事業主体 

 

     長浜南部土地改良区 

      

２ 事業の名称 

 

土地改良（維持管理）事業 

 

３ 所有者（交替後の資格者）及び耕作者（交替前の資格者） 

 

        １４件（別紙のとおり） 



土地改良事業参加資格申出書一覧（⾧浜南部土地改良区）


